
　水産物の調査では、｢検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方
（ガイドライン）｣ に基づき、主要な魚種や漁場、及び過去に放射性セシウム濃度が
50Bq/kg を超えたことのある魚種を対象に調査を行っています。
　現在、表のように生息域や漁期について区別し、近隣県の検査結果も考慮して検査
を行っています。また、広範囲に移動するカツオ、サンマ等の回遊性の魚種について
は、移動の状況を踏まえ、広範囲の県で調査を行っています。
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